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　障害のある方、障害のある方を扶養している方については、所得税や市県民税・森林環境税、
相続税などの軽減が行われています。

⑴　所得税、市県民税・森林環境税

〈所得税・市県民税の所得控除〉
ア　障害者控除

〔対　　象〕　障害者および同一生計配偶者または扶養親族が障害者である方
　次の区分に応じて、該当する欄の控除額が所得金額から控除されます。

区　　　分 所得税控除額 市県民税控除額
①本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族（※）が

身体障害者手帳３～６級
療育手帳Ⓑ、Ｂ

などに該当する場合
27 万円 26 万円

②本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族（※）が
身体障害者手帳１、２級
療育手帳Ⓐ、Ａ

などに該当する場合
40 万円 30 万円

③同一生計配偶者または扶養親族（※）が上記の区分②（特
別障害者）に該当し、かつ、本人などと同居を常況とし
ている場合

75 万円 53 万円

※本人と生計を一にする配偶者または親族で、所得税はその年中の、市県民税は前年の合計所得
金額が 48 万円以下の方。

イ　小規模企業共済等掛金控除
　心身障害者扶養共済制度の契約に基づく掛金について、所得金額から控除されます（なお、この
制度の給付金（脱退一時金を除く。）については非課税になります。）。

〈所得税・県民税利子割の非課税〉
　身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方や、障害基礎年金・障害児福祉手当・特別障害者
手当を受給している方などは、銀行などの預貯金、公債それぞれの元本 350 万円までの少額貯蓄非
課税制度の適用対象とされている預貯金などの利子などについて、所得税および県民税利子割が非課
税になります（この制度を利用するには、預け入れ等の際に、金融機関の窓口などで手続きが必要です）。
注）上記の所得税に関する内容は、令和６年４月１日現在の法令に基づいて説明したものです。

〈市県民税・森林環境税の非課税〉
　障害のある方は、前年の合計所得金額が 135 万円以下の場合には、市県民税・森林環境税が非課
税になります。
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〔手 続 き〕　税務署または市税事務所・税務室（123 頁）に申告してください（勤務先で年末調
整された方や前年の所得が公的年金等に係る所得のみの方などで、申告が不要な方を
除きます。）。ご不明な点がある場合は、所得税については税務署、市県民税（県民税
利子割を除く。）・森林環境税については市税事務所・税務室にお問い合わせください。
広島東税務署　TEL 227－1155　　廿日市税務署　TEL (0829)32－1217
　　南　〃　　 〃  253－3281　　海　田　〃　　 〃  823－2131
　　西　〃　　 〃  234－3110　　吉　田　〃　　 〃  (0826)42－0008
　　北　〃　　 〃  814－2111
※音声案内に従い「１　国税に関する一般的なご質問やご相談」を選択してください。

⑵　相続税の障害者控除

　相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数１年につき10万円（特別障害者のと
きは20万円）が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

⑶　特定障害者に対する贈与税の非課税

　特定障害者（※）の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の
方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である
特定障害者の方については 6,000 万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については 3,000
万円まで贈与税がかかりません。
　この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信
託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
※特定障害者とは、①特別障害者および②障害者のうち精神に障害がある方をいいます。

⑷　消費税の非課税

　身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する身体障害者用物品の譲
渡、貸付け、製作の請負および身体障害者用物品の修理のうち一定のものについては消費税が課
せられません。

〈例〉身体障害者用の改造自動車
　身体障害者による運転に支障がないよう、一定の改造が施されている自動車および車いすま
たは電動車いすを使用する者を車いすなどとともに搬送できるよう、昇降装置の装備など一定
の改造が施されている自動車は、その譲渡、貸付けおよび製作の請負と、一定の修理について
消費税が課せられません。

⑸　事業税の非課税

　重度の視力障害者（失明者または両眼の視力（屈折異常のある方については矯正視力について
測定したものをいう。）が 0.06 以下）の方が、あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、
柔道整復、その他の医業に類する事業を営まれる場合は事業税が課せられません。

〔手　　続〕　 県税事務所に申告してください（税務署または市税事務所・税務室に申告した方は、
事業税の申告は必要ありませんが、この場合はそれぞれの申告書の「事業税に関す
る事項」欄に必要事項を記入してください。）。
（西部県税事務所　個人課税課　TEL：513－5361　令和６年10月15
日からは207－3184（事務所移転のため））
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⑹　自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割・種別割）の減免

　障害者または障害者の家族が所有し、専ら障害者のために使用される場合などの自動車や軽自
動車は、自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割・種別割）が減免される場
合があります。なお、減免の対象となる方は、障害の区分、程度などに一定の基準があります。

〔手 続 き〕　 自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割）については西部県税
事務所に、軽自動車税（種別割）については中央市税事務所軽自動車税係または各
市税事務所管理係・税務室（123 頁）に申請してください。

・自動車税（種別割）
　西部県税事務所　自動車税課　自動車課税第二係　TEL：0570－017－707
　※ ＩＰ電話・一部のダイヤル回線をご利用の方は、513－5374（令和６年10月15

日からは207－3296（事務所移転のため））をご利用ください。
　※ 減免申請については西部県税事務所廿日市分室（0829－32－1181）でも 

受付を行っています。

・自動車税（環境性能割）・軽自動車税（環境性能割）
　西部県税事務所　観音庁舎（中国運輸局広島運輸支局内）
　TEL 232－7694

⑺　ゴルフ場利用税の非課税

　障害者の方がゴルフ場を利用される場合は、ゴルフ場利用税が課せられません。
〔手 続 き〕　 ゴルフ場に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手

帳等を提示した上で、「ゴルフ場利用税非課税適用申請書」を提出してください。
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※交通運賃の割引制度の適用については、それぞれの交通事業者の定める方法によりますので、
詳細については各交通事業者に確認してください。

※株式会社ミライロが提供するスマートフォン向け障害者手帳アプリ 「ミライロ ID」のご利用
については、各交通事業者にお問い合わせください。

※アストラムラインの割引 PASPY（こども用はこども割引 PASPY）については、PASPY サー
ビス終了に伴い、令和６年 11 月末をもって廃止となります。

⑴　第１種の身体障害者手帳または第１種の療育手帳所持者　
交 通
機 関 乗車券の種類

障害者が12歳以上の場合 障害者が12歳未満の場合
割引方法等

介護者同伴 本人のみ 介護者同伴 本人のみ

J R
（バス･
フェリー
を除く。）

普通乗車券 介護者とも5割引 100㎞を超える
場合のみ5割引 介護者とも5割引 100㎞を超える

場合のみ5割引
JRみどりの窓口（ま
たはみどりの券売機
プラス）で手帳を提
示し、割引乗車券を
購入

回数券 〃 対象外 〃 対象外
普通急行券 〃 対象外 〃 対象外
定期乗車券 〃 対象外 介護者のみ5割引 対象外

※障害者および介護者が12歳以上の場合、自動券売機で小児片道乗車券を購入し、乗車するこ
とができます。この場合は、改札時に係員が手帳を確認させていただきます。

※障害者が６歳未満の場合は、介護者が５割引、本人は無料になります。
交 通
機 関 乗車券の種類

障害者が12歳以上の場合 障害者が12歳未満の場合
割引方法等

介護者同伴 本人のみ 介護者同伴 本人のみ
国 内
航 空 詳細については、ご利用の航空会社にお問い合わせください。 航空券購入時および

搭乗時に手帳を提示

バ ス

普通乗車券 介護者とも5割引 5割引 介護者とも5割引 5割引 乗車券購入時および
降車時に手帳を提示

（普通乗車券は降車時のみ）定期乗車券 本人のみ3割引
（介護者割引なし） 3割引 対象外 対象外

割引PASPY
（こども用はこども
割引PASPY）

介護者とも5割引 5割引 介護者とも5割引 5割引
割引PASPY購入時に
手帳を提示し、降車
時に手帳を提示

広 島
電 鉄
電 車

普通乗車券
本人のみ5割引

（介護者2人まで
無賃）

5割引 介護者のみ2人ま
で無賃 対象外 バスの場合と同じ

定期乗車券

１ヶ月の場合、本人
のみ普通旅客運賃の
60倍から５割引（介
護者2人まで無賃）

１ ヶ 月 の 場 合、
普通旅客運賃の
60倍から５割引

介護者のみ2人ま
で無賃 対象外

定期乗車券または割引
PASPY購入時に手帳
を提示し、降車時に手
帳を提示（ただし、本
人のみの場合、降車
時の提示は係員からの
請求があったときのみ）

割引PASPY
本人のみ5割引

（介護者2人まで
無賃）

5割引 介護者のみ2人ま
で無賃 対象外

ア ス ト
ラ ム ラ
イン

普通乗車券 介護者とも5割引 5割引 介護者のみ5割引 対象外 手帳を携帯、係員から
請求があった場合提示

定期乗車券 〃 〃 〃 対象外 窓口での購入時に手
帳を提示し、利用時に
係員から請求があった
場合手帳を提示

割引PASPY
（こども用はこども
割引PASPY）

〃 〃 〃 対象外

旅客船
(似島汽船㈱)

普通乗船券 介護者とも5割引 5割引 介護者のみ5割引 対象外 割引後の１０円未満端
数は切り上げ。
手帳を提示定期乗船券 介護者とも3割引 対象外 介護者のみ3割引 対象外

旅客船
(㈲バンカー
サプライ)

普通乗船券 介護者とも5割引 5割引 介護者とも5割引 5割引 割引後の１０円未満端
数は切り上げ。
手帳を提示定期乗船券 介護者とも3割引 対象外 介護者のみ3割引 対象外

旅客船
(㈲金輪島会)

普通乗船券 介護者とも5割引 5割引 介護者とも5割引 5割引 割引後の１０円未満端
数は切り上げ。
手帳を提示定期乗船券 介護者とも3割引 対象外 介護者のみ3割引 対象外
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　⑵　第２種の身体障害者手帳または第２種の療育手帳所持者

交 通
機 関 乗車券の種類

障害者が12歳以上の場合 障害者が12歳未満の場合
割引方法等

介護者同伴 本人のみ 介護者同伴 本人のみ

J R
（バス･
フェリー
を除く。）

普通乗車券
100㎞を超える場
合、本人のみ5割引

（介護者割引なし）

100㎞を超える
場合のみ5割引

100㎞を超える場
合、本人のみ5割引

（介護者割引なし）

100㎞を超える場
合のみ5割引 JRみどりの窓口（ま

たはみどりの券売機
プラス）で手帳を提
示し、割引乗車券を
購入

回数券 対象外 対象外 対象外 対象外

普通急行券 対象外 対象外 対象外 対象外

定期乗車券 対象外 対象外 介護者のみ5割引 対象外

国 内
航 空 詳細については、ご利用の航空会社にお問い合わせください。 航空券購入時および

搭乗時に手帳を提示

バス

普通乗車券 本人のみ５割引
（介護者割引なし） 5割引 介護者とも5割引 5割引 乗車券購入時および

降車時に手帳を提示
（普通乗車券は降車
時のみ）定期乗車券 本人のみ３割引

（介護者割引なし） 3割引 対象外 対象外

割引PASPY
（こども用はこども
割引PASPY）

本人のみ５割引
（介護者割引なし） 5割引 介護者とも5割引 5割引

割引PASPY購入時に
手帳を提示し、降車
時に手帳を提示

広 島
電 鉄
電 車

普通乗車券 本人のみ5割引
（介護者割引なし） 5割引 介護者のみ2人ま

で無賃 対象外 バスの場合と同じ

定期乗車券

１ヶ月の場合、本人
のみ普通旅客運賃
の60倍から５割引

（介護者割引なし）

１ ヶ 月 の 場 合、
普通旅客運賃の
60倍から５割引

介護者のみ2人ま
で無賃 対象外

定期乗車券または割引
PASPY購入時に手帳
を提示し、降車時に手
帳を提示（ただし、本
人のみの場合、降車時
の提示は係員からの請
求があったときのみ）

割引PASPY 本人のみ5割引
（介護者割引なし） 5割引 介護者のみ2人ま

で無賃 対象外

ア ス ト
ラ ム ラ
イン

普通乗車券 介護者とも5割引 5割引 介護者のみ5割引 対象外
手帳を携帯、係員から
請求があった場合提
示

定期乗車券 〃 〃 〃 対象外 窓口での購入時に手
帳を提示し、利用時に
係員から請求があった
場合手帳を提示

割引PASPY
（こども用はこども
割引PASPY）

〃 〃 〃 対象外

旅客船
(似島汽船㈱)

普通乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外
ー

定期乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外

旅客船
(㈲バンカー
サプライ)

普通乗船券 本人のみ5割引 5割引 本人のみ5割引 5割引 割引後の１０円未満端
数は切り上げ。
手帳を提示定期乗船券 対象外 対象外 介護者のみ3割引 対象外

旅客船
(㈲金輪島会)

普通乗船券
100㎞を超える場
合、本人のみ5割引

（介護者割引なし）

100㎞を超える
場合のみ5割引

100㎞を超える場
合、本人のみ5割引

（介護者割引なし）

100㎞を超える
場合のみ5割引

割引後の１０円未満端
数は切り上げ。
手帳を提示

定期乗船券 対象外 対象外 介護者のみ3割引 対象外

（注１）　「第１種」　第１種身体障害者または第１種知的障害者（Ⓐ、A）
　　　　「第２種」　第２種身体障害者または第２種知的障害者（Ⓑ、B）

身体障害者については、身体障害者障害程度等級表（綴じ込み）に、その区
分を表示しています。

（注２）　大人割引PASPYの有効期限はカードを発行した日から2年間、こども割引PASPYの有効期
限は12歳になった年度の3月31日まで（4月1日生まれは11歳の誕生日後の3月31日まで）
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　⑶　１級の精神障害者保健福祉手帳所持者

交 通
機 関 乗車券の種類

障害者が12歳以上の場合 障害者が12歳未満の場合
割引方法等

介護者同伴 本人のみ 介護者同伴 本人のみ

国 内
航 空 詳細については、ご利用の航空会社にお問い合わせください。 航空券購入時、窓口

等に手帳を提示

バス

普通乗車券 介護者とも5割引 5割引 介護者とも5割引 5割引 乗車券購入時および
降車時に手帳を提示

（普通乗車券は降車
時のみ）定期乗車券 本人のみ３割引

（介護者割引なし） 3割引 対象外 対象外

割引PASPY
（こども用はこども
割引PASPY）

介護者とも5割引 5割引 介護者とも5割引 5割引
割引PASPY購入時に
手帳を提示し、降車
時に手帳を提示

広 島
電 鉄
電 車

普通乗車券
本人のみ5割引

（介護者2人まで
無賃）

5割引 介護者のみ2人ま
で無賃 対象外 バスの場合と同じ

定期乗車券

1 ヶ月の場合、本人
のみ普通旅客運賃
の60倍から５割引

（介護者２人まで
無賃）

1 ヶ 月 の 場 合、
普通旅客運賃の
60倍から５割引

介護者のみ2人ま
で無賃 対象外

定期乗車券または割引
PASPY購入時に手帳
を提示し、降車時に手
帳を提示。（ただし、本
人のみの場合、降車時
の提示は係員からの請
求があったときのみ）割引PASPY

本人のみ5割引
（介護者2人まで
無賃）

5割引 介護者のみ2人ま
で無賃 対象外

ア ス ト
ラ ム ラ
イン

普通乗車券 介護者とも5割引 5割引 介護者のみ5割引 対象外
手帳を携帯、係員から
請求があった場合提
示

定期乗車券 〃 〃 〃 対象外 窓口での購入時に手
帳を提示し、利用時に
係員から請求があった
場合手帳を提示

割引PASPY
（こども用はこども
割引PASPY）

〃 〃 〃 対象外

旅客船
(似島汽船㈱)

普通乗船券 介護者とも5割引 5割引 介護者のみ5割引 対象外 割引後の10円未満端
数は切り上げ。
手帳を提示定期乗船券 介護者とも3割引 対象外 介護者のみ3割引 対象外

旅客船
(㈲バンカー
サプライ)

普通乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外
ー

定期乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外

旅客船
(㈲金輪島会)

普通乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外
ー

定期乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外
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　⑷　２・３級の精神障害者保健福祉手帳所持者

交 通
機 関 乗車券の種類

障害者が12歳以上の場合 障害者が12歳未満の場合
割引方法等

介護者同伴 本人のみ 介護者同伴 本人のみ

国 内
航 空 詳細については、ご利用の航空会社にお問い合わせください。 航空券購入時、窓口

等に手帳を提示

バス

普通乗車券 本人のみ５割引
（介護者割引なし） 5割引 介護者とも5割引 5割引 乗車券購入時および

降車時に手帳を提示
（普通乗車券は降車
時のみ）定期乗車券 本人のみ３割引

（介護者割引なし） 3割引 対象外 対象外

割引PASPY
（こども用はこども
割引PASPY）

本人のみ５割引
（介護者割引なし） 5割引 介護者とも5割引 5割引

割引PASPY購入時に
手帳を提示し、降車
時に手帳を提示

広 島
電 鉄
電 車

普通乗車券 本人のみ5割引
（介護者割引なし） 5割引 介護者のみ2人ま

で無賃 対象外 バスの場合と同じ

定期乗車券

1 ヶ月の場合、本人
のみ普通旅客運賃
の60倍から５割引

（介護者割引なし）

1 ヶ 月 の 場 合、
普通旅客運賃の
60倍から５割引

介護者のみ2人ま
で無賃 対象外

定期乗車券または割
引PASPY購入時に手
帳を提示し、降車時に
手帳を提示。（ただし、
本人のみの場合、降車
時の提示は係員からの
請求があったときのみ）

割引PASPY  本人のみ5割引
（介護者割引なし） 5割引 介護者のみ2人ま

で無賃 対象外

ア ス ト
ラ ム ラ
イン

普通乗車券 介護者とも5割引 5割引 介護者のみ5割引 対象外
手帳を携帯、係員から
請求があった場合提
示

定期乗車券 〃 〃 〃 対象外 窓口での購入時に手
帳を提示し、利用時に
係員から請求があった
場合手帳を提示

割引PASPY
（こども用はこども
割引PASPY）

〃 〃 〃 対象外

旅客船
(似島汽船㈱)

普通乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外
ー

定期乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外

旅客船
(㈲バンカー
サプライ)

普通乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外
ー

定期乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外

旅客船
(㈲金輪島会)

普通乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外
ー

定期乗船券 対象外 対象外 対象外 対象外

（注１）　大人割引PASPYの有効期限はカードを発行した日から２年間、こども割引PASPYの有効
期限は12歳になった年度の３月31日まで（４月１日生まれは11歳の誕生日後の３月31日
まで）
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３ ＪＲ特
とっ

急
きゅう

料
りょう

金
きん

などの割
わり

引
びき

（「ジ
じ

パ
ぱ

ン
ん

グ
ぐ

倶
く

楽
ら

部
ぶ

（特
とく

別
べつ

会
かい

員
いん

）」への入
にゅう

会
かい

）
　「JR 東日本のジパング倶楽部（特別会員）」に入会することにより、ＪＲの特急料金などが割

引になります。
〔対　　象〕　身体障害者手帳をお持ちの方で、男性満 60 歳以上、女性満 55 歳以上の方

※次の期間にご乗車の場合は、ジパング倶楽部の割引は適用になりません。
　４月27日～５月６日、８月10日～８月19日、12月28日～１月６日

〔割引内容〕　①　割引の対象料金
　JR 線を片道・往復・連続のいずれかで 201㎞以上利用される場合に、特急券（新
幹線・在来線）、急行券、グリーン券、座席指定券の料金が対象となります。
※　寝台料金、新幹線グリーン個室料金、新幹線「のぞみ」・「みずほ」の特急料

金とグリーン料金、特急グリーン個室料金、寝台列車の個室料金は対象外です。
②　割引率
　　新規会員は１～３回までは 20%、４～ 20 回までは 30%
　　更新会員は初回から 30%
　　割引は１年間に 20 回まで、再度の発行は出来ません。
　　 第１種の身体障害者手帳をお持ちの方で、介護者が同伴される場合は、介護者

も同様の割引となります。
③　入会手続
　 　身体障害者手帳と年会費 1,400 円をお持ちになり、問合せ先へ申し込んでく

ださい。
　 　「ジパング手帳」は申込日より約３週間後 JR 東日本からご自宅へ郵送されま

す。
④　利用方法

　乗車券などを購入される際は、ジパング手帳に必要事項を記入の上、身体障害
者手帳とともに JR の主な駅、駅の旅行センター窓口または取扱いしている旅行
会社の営業所窓口にご提出ください。この場合、代理の方でもお取扱いいたしま
す。

⑤　更新手続
　更新手続は期限前月の１日から有効期限内に行っています。更新のお知らせは
JR 東日本が行っていないため有効期限にはご注意ください。なお、期限をすぎ
てから手続をした場合は「新規手帳」となります。年会費 1,400 円はなるべく
銀行振込みでお願いいたします。（振込み手数料はご負担願います。）

振込み先 広島銀行　本店営業部　普通預金　０９４７８１４
（公益社団法人）広島市身体障害者福祉団体連合会

〔問合せ先〕　（公社）広島市身体障害者福祉団体連合会
所在地　〒 732-0822　南区松原町５－１
　　　　（BIG FRONT ひろしま５階）
TEL：263-4524　　FAX：263-9713

〔受 付 日〕　土日祝日等を除く平日　10：00 ～ 16：00
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４ 有
ゆう

料
りょう

道
どう

路
ろ

通
つう

行
こう

料
りょう

金
きん

の割
わり

引
びき

西日本高速道路株式会社などが管理する有料道路を自動車で通行する際、通行料金が半額にな
ります（ただし、営業用の自動車などは本割引の対象外です。）。

〔対　　象〕　次のいずれかに該当する場合
・身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合
・第１種の身体障害者手帳所持者または第１種の療育手帳所持者が乗車し、その移

動のために介護者が運転する場合
〔内　　容〕　料金所係員に身体障害者手帳または療育手帳の証明部分を提示してください（事前

に区福祉課で手続が必要です。）。
　　　　　※スマートフォンで使える障害手帳アプリ「ミライロ ID」を含む。

　ＥＴＣノンストップ走行時の割引適用については、区福祉課で手続の際にお渡しす
る書類を備え付けの封筒に入れ、投函してください。投函後約２週間程度でお手元に
登録済結果通知が届き、以後ＥＴＣ利用時に割引を受けることができます。
※　なお、２年間の有効期限が設定されていますので、引続き割引を受けるためには、

期限満了日の２か月前から区福祉課で上記と同様の手続が必要です。有効期限は身
体障害者・療育手帳に貼り付けたシールに記載しています（ＥＴＣ利用者は、より
早目の手続が必要ですのでご注意ください。）。

〔手　　続〕　福祉事務所（区福祉課）（裏表紙）へ以下をご持参ください。
　①身体障害者手帳または療育手帳　②登録を希望する自動車の車検証　③運転免許
証（障害者本人が運転する場合）など
　ＥＴＣ利用者はこれらに加え、ＥＴＣカード（原則として本人名義）、ＥＴＣ車載
器セットアップ申込書・証明書も必要です。
※ 　マイナンバーカードおよびマイナポータルへの登録があれば、ご自宅等でオンラ

イン申請が可能です。

５ 保
ほ

育
いく

料
りょう

・副
ふく

食
しょく

費
ひ

の軽
けい

減
げん

次のいずれかに該当する方がいる世帯（ただし、保育料・副食費の算定の基となる市町村民税
所得割額 77,101 円未満の世帯に限ります。）の保育料・副食費を軽減します（４月分から８月
分保育料・副食費は前年度分市町村民税額、９月分から翌年３月分までは当年度分市町村民税額
で保育料・副食費を算定します。）。

〔対　　象〕　①　身体障害者手帳の交付を受けている方
　②　療育手帳の交付を受けている方
　③　特別児童扶養手当の支給対象児童
　④　国民年金の障害基礎年金を受給している方

〔問合せ先〕　保育園等が所在する区の福祉事務所（区福祉課児童福祉係）（綴じ込み）
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６ 郵
ゆう

便
びん

料
りょう

金
きん

の軽
けい

減
げん

区　分 内 容 重量・サイズ 料 金

郵
便
物

心身障害
者用低料
第三種
※１

心身障害者団体が心身障害
者の福祉を図ることを目的と
して発行する定期刊行物（発
行人から差し出されるものに
限る。）

毎月３回以
上発行する
新聞紙

50ｇまで ８円
50ｇを超える１㎏

まで50ｇまでごとに ３円増

上 記 以 外
のもの

50ｇまで 15円
50ｇを超える１㎏

まで50ｇまでごとに ５円増

第四種 ①　点字郵便物
②　特定録音物等郵便物　※２ ３㎏以内 無 料

ゆうメール 心身障害者用ゆうメール　※３

150ｇまで 92円
250ｇまで 110円
500ｇまで 150円
１㎏まで 180円
２㎏まで 230円
２㎏超 310円

ゆうパック

点字ゆうパック

30㎏以下

サイズ　※4 料 金
60 100円
80 210円

100 320円

聴覚障害者用ゆうパック
※２

120 420円
140 520円
160 630円
170 730円

※１　心身障害者用低料第三種郵便物の料金適用を受けるためには、第三種郵便物の承認を受け
ることに加え、心身障害者団体であること等を証明する資料等が必要です。

※２　指定施設との間での発受に限る。
※３　指定の図書館との間での発受に限る。

　※４　「サイズ」は、長さ、幅および厚さの合計（㎝）をその数字までとする区分を示す。
〔問合せ先〕　詳しくは郵便局へご確認ください。
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７ ＮＨＫ放
ほう

送
そう

受
じゅ

信
しん

料
りょう

の減
げん

免
めん

対象 通用条件 内 容
市町村民税非課税
の身体障害者

　身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構
成員全員が市町村民税（特別区民税含む。）非課税の場合

全 額 免 除市町村民税非課税
の知的障害者

　所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、
知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健
指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世
帯構成員全員が市町村民税（特別区民税を含む。）非課税の場合

市町村民税非課税
の精神障害者

　精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、
世帯構成員全員が市町村民税（特別区民税含む。）非課税の場合

視覚・聴覚障害者 　視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの
方が、世帯主で受信契約者の場合

半 額 免 除

重度の身体障害者 　身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度（１級または２級）
の方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の知的障害者

　所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童
相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは
精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世
帯主で受信契約者の場合

重度の精神障害者 　精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度（１級）
の方が、世帯主で受信契約者の場合

〔問合せ先〕　福祉事務所（区福祉課）（裏表紙）

８ 携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

基
き

本
ほん

使
し

用
よう

料
りょう

などの割
わり

引
びき

　携帯電話事業者では、基本料などの割引を行っているところがあります。詳しくは各携帯電話
事業者へお問い合わせください。

〔対　　象〕　身体障害者手帳、療育手帳所持者
〔問合せ先〕　携帯電話の取扱店

９ ＮＴＴ電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

の無
む

料
りょう

案
あん

内
ない

　事前登録することで、ＮＴＴの電話番号案内（１０４）が、無料でご利用いただけるサービス（ふ
れあい案内）です。ふれあい案内については、ＮＴＴ西日本およびＮＴＴの１０４をご利用いた
だける通信業者の回線（携帯電話を含む。）から、１０４をダイヤルした場合が対象となります。

〔対　　象〕　⑴　身体障害者手帳所持者
①　視 覚 障 害　１～６級
②　肢体不自由（上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機

能障害）　１・２級
③　聴覚障害　２級・３級・４級・６級
④　音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害　３級・４級

⑵　療育手帳所持者
⑶　精神障害者保健福祉手帳所持者
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〔問合せ先〕　ＮＴＴ西日本ふれあい案内担当
TEL 0120 － 104 － 174　FAX 0120 － 104 － 134（フリーダイヤル）
受付時間　午前９時～午後５時（土日祝日および年末年始を除く。）
※ FAX によるお問合せに関する注意事項
　・お客様のお名前と連絡先ファックス番号を用紙に記載して、送信してください。

10 施
し

設
せつ

設
せっ

置
ち

負
ふ

担
たん

金
きん

の分
ぶん

割
かつ

払
はら

い
　心身障害者で市民税非課税世帯の場合、施設設置負担金の分割払い（１年以内で２回～ 12 回
払い）ができます。

〔問合せ先〕　TEL１１６へお問い合わせください。
受付時間　午前 9 時～午後５時（年末年始を除く。）

11 水
すい

道
どう

料
りょう

金
きん

および下
げ

水
すい

道
どう

使
し

用
よう

料
りょう

の減
げん

免
めん

　次のいずれかに該当する方（ただし、入院や施設に入所されている場合は除きます。）がいる
世帯の水道料金と下水道使用料を減免します。

〔対　　象〕　①　身体障害者手帳１～３級の交付を受けている方
②　療育手帳Ⓐ・Ａ・Ⓑの交付を受けている方
③　精神障害者保健福祉手帳１・２級の交付を受けている方
④　特別児童扶養手当、障害基礎年金、障害年金１・２級を受給している方

〔減 免 額〕　１か月につき水道料金の０～ 10㎥相当額
１か月につき下水道使用料の０～ 10㎥相当額

〔所得制限〕　本人やその扶養義務者などの所得により、対象とならないことがあります。
〔問合せ先〕　福祉事務所（区福祉課）（裏表紙）または水道局業務管理課
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　次の方が自ら運転するか、または介護者の運転する車両に同乗して、市営駐車場を利用する場
合に、駐車料金を減免します。

〔対　　象〕　①　身体障害者手帳１・２級の交付を受けている方
②　療育手帳Ⓐ・Ａの交付を受けている方
③　精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方
④　公安委員会の発行する駐車禁止除外指定車の標章の交付を受けている方

〔減 免 額〕　駐車後２時間までの駐車料金を免除します。
（ただし、定期料金、１泊料金および夜間料金は除く。）

〔手　　続〕　市営駐車場において、①については身体障害者手帳※、②については療育手帳※、
③については精神障害者保健福祉手帳※、④については標章および身体障害者手帳ま
たは療育手帳（色素性乾皮症患者の方は除きます。）※を提示してください。無人の駐
車場は現地に掲示してある案内に従い、精算機備え付けのインターフォンで、または
係員のいる各駐車場の窓口で料金減免の手続を行ってください。

　　　　　※スマートフォンで使える障害手帳アプリ「ミライロ ID」を含む。
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　次の方が市営駐輪場の一時利用および登録利用をする場合に、駐輪料金を減免します。
〔対　　象〕　①　身体障害者手帳の交付を受けている方

②　療育手帳の交付を受けている方
③　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

〔減 免 額〕　一時利用は免除
登録利用は半額（自転車 750 円／月、バイク 1,250 円／月　稲荷町、大手町三丁目、
小町第一～三、富士見町第一～三駐輪場は自転車 650 円／月、バイク 1,150 円／月）

〔手　　続〕　一時利用の場合は、市営駐輪場において、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害
者保健福祉手帳※を提示してください。
　登録利用の場合は、登録利用申請時に所定の減免手続をしてください。
　手続の窓口は、各駐輪場、広島県ビルメンテナンス協同組合（TEL 242-7330）です。
※スマートフォンで使える障害手帳アプリ「ミライロ ID」を含む。
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　次の対象に該当する身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で
○　身体障害者または知的障害者（以下「身体障害者等」という。）が保有する自動車
○　身体障害者等と生計を一にする方が保有し、当該身体障害者等の通学、通院または生業の

ために利用する自動車
の自動車保管場所証明書交付申請、保管場所標章交付申請および保管場所標章再交付申請の手数
料が免除されます（自動車保管場所証明書再交付申請は上記申請に準じて免除されます。）。
　なお、自動車保管場所証明の申請を電子申請で行う場合は、手数料（自動車保管場所証明通知
手数料および保管場所標章交付手数料）は免除されません。手数料免除を希望される方は、警察
署で書面による申請をしてください。

〔対　　象〕　⑴　次のいずれかに該当する身体障害者手帳
　・視覚障害 １～３級、４級の１
　・聴覚障害 ２級、３級
　・平衡機能障害 ３級
　・上肢不自由 １級、２級の１、２級の２
　・下肢不自由 １～６級
　・体幹不自由 １～３級、５級
　・心臓機能障害 １級、３級
　・じん臓機能障害 １級、３級
　・呼吸器機能障害 １級、３級
　を持っている方

　　　　　　⑵　療育手帳ⒶまたはＡを持っている方
〔問合せ先〕　自動車の保管場所を管轄する警察署
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〔対　　象〕　 身体障害者手帳、療育手帳所持者、特定医療費（指定難病）受給者証所持者、小児
慢性特定疾病医療費受給者証所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者

〔対象施設〕　（注）　施設によっては、手帳の等級により割引・免除について違いがあるところも
ありますので、詳細については事前にご利用になる各施設へお問い合わせください。

区 分 所 在 地 TEL FAX 割引・免除 備 考

広島平和記念資料館 中区中島町1-2 241-4004 542-7941 免除 ※８

広 島 城 〃 基町21-1 221-7512 221-7519 〃

中央公園ファミリープール 〃 〃　4-41 211-0063 228-1891 〃

5-Days こども文化科学館 〃 〃　5-83 222-5346 502-2118 〃 ※１

映像文化ライブラリー 〃 〃　3-1 223-3525 228-0312 〃 ※２

青 少 年 セ ン タ ー 〃 〃　5-61 228-0447 228-7074 〃 ※３

広島翔洋テニスコート 〃 〃　2-18 224-2191 224-2192 〃 ※３

広島県立総合体育館 〃 〃　4-1 228-1111 228-4992 〃

エディオンピースウイング広島 〃 〃　15-2-1 512-1025 512-1026 〃 ※３・※ 10

縮 景 園 〃 上幟町2-11 221-3620 221-0515 〃

コジマホールディングス中区スポーツセンター 〃 千田町三丁目8-12 241-9355 241-9379 〃

〃 吉島屋内プール 〃 南吉島一丁目3-55 249-8591 249-2231 〃

吉 島 体 育 館 〃 吉島西三丁目2-11 240-5003 240-5003 〃 ※３

健康づくりセンター（健康科学館） 〃 千田町三丁目8-6 246-9100 246-9109 〃

江 波 山 気 象 館 〃 江波南一丁目40-1 231-0177 234-1013 〃

心身障害者福祉センター 東区光町二丁目1-5 261-2333 261-7789 〃

マエダハウジング東区スポーツセンター 〃 牛田新町一丁目8-3 222-1860 222-1861 〃

ひろしんビッグウェーブ 〃 〃 〃 〃 〃

総合屋内プール等共用駐車場 〃 〃 〃 〃 〃 ※６

森 林 公 園 昆 虫 館 〃 福田町藤ケ丸173 899-8964 899-8233 〃

森林公園山城展望台昇降用モノレール 〃 〃 〃 〃 〃

森 林 公 園 駐 車 場 〃 〃 〃 〃 〃

戸坂庭球場・運動広場 〃 戸坂新町三丁目1916 220-2044 〃 ※３

南区スポーツセンター 南区楠那町7-31 251-7721 251-7701 〃

〃 宇品体育館 〃 宇品海岸三丁目6-54 255-3022 255-3022 〃

〃 東雲屋内プール 〃 東雲三丁目16-3 286-6909 286-6909 〃

〃 出島屋内プール 〃 出島一丁目32-92 254-2891 254-2892 〃
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区 分 所 在 地 TEL FAX 割引・免除 備 考

郷 土 資 料 館 南区宇品御幸二丁目6-20 253-6771 253-6772 免除

現 代 美 術 館 〃 比治山公園1-1 264-1121 264-1198 〃

広島港桟橋駐車場 〃 宇品海岸一丁目13 251-0165 251-0165 半額割引 ※９

広島みなと公園駐車場 〃 宇品海岸一丁目 250-7160 250-7161 〃 ※９

宇品波止場公園駐車場 〃 宇品海岸三丁目1303-12 〃 〃 〃 ※９

西区スポーツセンター 西区庚午南二丁目41-1 272-8211 272-8242 免除

南観音庭球場・運動広場 〃 観音新町二丁目90 293-5900 〃 ※３

コカ・コーラボトラーズジャ
パン広島総合グランド 〃 観音新町二丁目11-124 231-3077 295-8850 〃 ※７

三滝少年自然の家・グリーン
スポーツセンター 〃 三滝本町一丁目73-20 238-6301 238-6302 〃 ※４

大芝公園ゴーカート 〃 大芝公園1-50 230-0260 〃

竜王公園野球場・テニスコート・
エスキーテニス場・卓球場 〃 竜王町 237-9880 237-9880 〃 ※３

草 津 公 園 野 球 場 〃 庚午南二丁目38 272-6030 272-6030 〃 ※３

西部埋立第五公園駐車場 〃 商工センター三丁目2 278-3794 278-3794 〃 ※６・※７

安佐南区スポーツセンター 安佐南区伴東三丁目13-16 848-2411 848-2432 〃

沼田庭球場・運動広場 〃 伴北四丁目3987-1 848-2294 〃 ※３

祇 園 運 動 広 場 〃 祇園一丁目85 871-3368 〃 ※３

広島広域公園 ( ホットスタッフ
フィールド広島（陸上競技場）、補
助競技場、サンフレッチェビレッ
ジ　広島第一球技場、第二球技場）

〃 大塚西五丁目 848-8484 848-8460 〃 ※３

広島広域公園テニスコート 〃 大塚西五丁目2-1 848-9540 848-9540 〃 ※３

ヌマジ交通ミュージアム 〃 長楽寺二丁目12-2 878-6211 878-3128 〃 ※５

大和興産安佐北区スポーツセンター 安佐北区深川二丁目50-1 843-4999 843-4998 〃

安 佐 動 物 公 園 〃 安佐町大字動物園 838-1111 838-1711 〃

安佐動物公園駐車場 〃 〃 〃 〃 ※９

高 陽 体 育 館 〃 深川六丁目19-15 845-3221 845-3221 〃 ※３

青少年野外活動センター 〃 安佐町小河内5135 835-1444 835-1445 〃 ※４

寺迫公園野球場・テニスコート・
エスキーテニス場 〃 真亀一丁目9 843-1150 847-4480 〃 ※３

可部運動公園野球場・テニス
コート・卓球場 〃 可部町大字勝木1410 815-5181 815-5181 〃 ※３

筒瀬運動広場 〃 安佐町筒瀬岡田10823-4 838-1020 〃 ※３

112

112

10

１０ 料金の減免など



区 分 所 在 地 TEL FAX 割引・免除 備 考

安芸区スポーツセンター 安芸区中野東二丁目3-1 893-1998 893-1857 免除

瀬野川公園野球場･屋内運動場･アーチェリー場
･ソフトボール場･テニスコート･卓球場･クロッ
ケー場･ホースシューズ場･パークゴルフ場

〃 上瀬野町 894-3210 894-3210 〃 ※３

佐伯区スポーツセンター 佐伯区楽々園六丁目1-27 924-8198 924-8199 〃

〃 湯来体育館 〃 湯来町大字白砂1215-1 (0829)40-5100 (0829)86-1600 〃

湯来庭球場・運動広場 〃 　〃　大字和田94-20 (0829)40-4899 〃 ※３

湯来南庭球場・運動広場 〃 　〃　大字白砂1215-1 (0829)40-5100 (0829)86-1600 〃 ※３

上河内庭球場・運動広場 〃 五日市町大字上河内字中山693-1 927-3701 〃 ※３

下河内庭球場・運動広場 〃 五日市町大字下河内字峠平561 928-8494 〃 ※３

新 宮 苑 庭 球 場 〃 新宮苑9-1 921-7478 〃 ※３

河 内 体 育 館 〃 五日市町大字上河内537 924-8198 924-8199 〃 ※３

佐伯運動公園テニスコート・卓球場 〃 五日市町大字保井田350-3 924-5012 942-3378 〃 ※３

植 物 公 園 〃 倉重三丁目495 922-3600 923-6100 〃

植 物 公 園 駐 車 場 〃 〃 〃 〃 ※９

クアハウス湯の山 〃 湯来町大字和田443 (0829)83-1198 (0829)83-1177 半額割引

※１　プラネタリウムのみ免除
※２　映画鑑賞料のみ免除
※３　減免額は、使用団体の全体人数に占める減免該当者の割合に応じて決定
※４　宿泊料（宿泊室、キャンプ場）免除
※５　観覧料のみ免除
※６　最初の 2 時間のみ免除
※７　特定医療費（指定難病）受給者は対象外
※８　常設展示のみ免除
※９　特定医療費（指定難病）受給者および小児慢性特定疾病医療受給者は対象外
※10　 附属施設（会議室・ラウンジ等）および附属設備（大型映像装置・音響設備等）のみを利

用する場合は対象外

16 映
えい

画
が

鑑
かん

賞
しょう

料
りょう

の減
げん

免
めん

〔対　　象〕 　身体障害者手帳、療育手帳所持者（重度障害者は介護者１名を含みます。）
〔料　　金〕　各館所定の割引料金
　　　　　　※　映画の日（12 月１日）は無料招待（重度障害者は介護者１名も無料）
　　　　　　※　一部該当しない所もありますので各館にお問い合わせください。
　　　　　　※　適用地域は県下全般です。

〔手　　続〕 　映画館入口において、身体障害者手帳、療育手帳の証明部分を提示してください。
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